
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 

「技術の提供」 

又は「貨物の輸出」

の実施 

該当あり 

経済産業省 

判断出来ない 

外国の大学や研究者 

に研究試料等を国内

から送付する場合

「事前確認シート」の提出 

（輸出者による「技術の提供」又は「貨物の輸出」の事前確認の実施） 

「外国出張等自己チェッ

クシート」による確認 

安全保障輸出管理委員会で、該非判定及び取引審査の実施 

外国出張等に行く場合 
外国の大学、企業等

と共同研究等を行う

場合 

外国から留学生、研究

者、訪問者等を受け入

れる場合（※講義のみ

行う場合を除く） 

「該非判定票」・「審査票」の提出 

非公開の講演会等

で技術情報を提供

する場合 

「技術の提供」又は 

「貨物の輸出」の中止 

承 認 

（許可） 

（不許可） 

不承認 

事前確認 

不要 

必
要
な
場
合
、

許
可
申
請 

安全保障輸出管理の流れ 


